
吉田町随意契約実施要領 

（平成２０年１１月１３日） 

（要領第１０号） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理

の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物

品の買入れ及び物件の借入れ（以下「工事等」という。）のうち、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の２第１項の規

定に基づく随意契約の実施（吉田町財務規則（昭和５０年吉田町規則第４号。以下

「規則」という。）第２０４条第３項ただし書きの適用を受けるものを除く。）につ

いて、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（実施伺等） 

第２条 政令第１６７条の２第１項第１号の規定を根拠として工事等を随意契約の

方法で発注しようとする課は、当該工事等の実施伺に随意契約理由及び見積徴取業

者選定書（様式第１号）を添付し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、

次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる者が専決できるものとする。 

⑴ 設計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１以下の工事

等（備品購入にあっては、１０万円未満のもの）の場合 担当課長 

⑵ 設計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１を超える工

事等（備品購入にあっては、１０万円以上のもの）の場合 副町長 

２ 政令第１６７条の２第１項第２号から第７号までの規定を根拠として工事等を

随意契約の方法で発注しようとする課は、当該工事等の実施伺に随意契約理由書

（様式第２号）を添付し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号

に掲げる場合においては、当該各号に掲げる者が専決できるものとする。 

⑴ 設計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１以下の工事

等（備品購入にあっては、１０万円未満のもの）の場合 担当課長 

⑵ 設計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１を超え同表

中に規定する額以下の工事等（備品購入にあっては、１０万円以上同表中に規定

する額以下のもの）の場合 副町長 

３ 前２項の決裁者に関する規定は、支出負担行為及び契約締結伺、契約書の供覧及

び設計変更の指示の場合に準用する。 

４ 入札を実施し、再度の入札を行った結果、落札者がなく、かつ、予定価格を上回

る額で入札した業者がいる場合に限り、政令第１６７条の２第１項第８号の規定を

根拠として、工事等の随意契約の実施伺を省略し、当該入札終了後、当該入札の再

度の入札において予定価格に最も近い額で入札した業者から２回を限度として見

積書を徴し、当該見積額が当該入札の予定価格以下の額である場合には、当該見積

書を提出した業者をもって契約予定業者と決定するものとする。 

５ 入札を実施し、落札者が決定した後において当該落札者が契約を締結せず、かつ、

当該入札において当該落札者以外に予定価格を下回る額で入札した業者がいる場

合には、政令第１６７条の２第１項第９号の規定を根拠として、当該入札において

落札価格に最も近い額で入札した業者と当該業者が入札書に記載した額で契約す

る手続を進めることとし、工事等の随意契約の実施伺を省略するものとする。 

（見積徴取業者） 

第３条 工事等を担当する課の課長（以下「担当課長」という。）は、政令第１６７



条の２第１項第１号の規定を根拠として工事等を随意契約の方法で発注しようと

する場合には、発注しようとする工事等に係る難易度、地域的条件及び事業実績等

を勘案し、３者以上の見積徴取業者を選定しなければならない。ただし、契約の目

的又は性質により３者以上の見積徴取業者を選定できないときは、２者の見積徴取

業者を選定するものとする。 

２ 担当課長は、政令第１６７条の２第１項第２号から第７号までの規定を根拠とし

て工事等を随意契約の方法で発注しようとする場合には、随意契約理由書によって

特定した１者の見積徴取業者から見積書を徴取するものとする。 

３ 随意契約に係る見積徴取業者は、吉田町一般競争（指名競争）参加資格審査申請

書の事務取扱要領（平成１７年吉田町要領第１１号）に規定する一般競争（指名競

争）参加資格審査申請書の提出の有無にはとらわれないものとする。 

４ 町長が、やむを得ない事情があると認めた場合を除き、吉田町工事請負契約等に

係る入札参加停止等措置要綱（平成１２年吉田町要綱第１２号）に規定する入札参

加停止措置を受けている者を見積徴取業者に選定してはならない。 

（見積依頼） 

第４条 見積書を徴取しようとするときは、あらかじめ選定した業者の参加意思の確

認を行い、参加意思を示した場合に限り、見積書の提出を依頼するものとする。 

２ 政令第１６７条の２第１項第１号の規定を根拠として工事等を随意契約の方法

で発注しようとする場合においては、前項の確認の結果、参加意思を示す業者が２

者以上あるときは、当該参加意思を示した業者から見積書を徴取するものとし、参

加意思を示す業者が１者となったときには、担当課長が３者以上となる見積徴取業

者を再選定し、必要な決裁を受けた後に、同項の手続を行うものとする。 

３ 見積書の提出を依頼するときは、必要に応じて、見積依頼書、設計書、図面、仕

様書、特記仕様書等を作成し、業者が適正な見積りを行えるように配慮しなければ

ならない。 

４ 見積徴取業者として選定した業者に参加意思を確認した場合において、参加意思

を示さなかった業者は、辞退したものとして取り扱うものとする。 

（見積期間） 

第５条 見積書を徴取しようとするときは、次に掲げる見積期間を設けなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第１号イ及びウに規定する期間に

ついては５日以内、第２号に規定する期間については４日以内に限り、短縮するこ

とができる。 

⑴ 建設工事又は製造の請負の場合 

ア １件の設計金額が５００万円未満 １日以上 

イ １件の設計金額が５００万円以上５，０００万円未満 １０日以上 

ウ １件の設計金額が５，０００万円以上 １５日以上 

⑵ 建設工事又は製造の請負以外の場合 ７日以上 

２ 前項に規定する期間は、見積依頼書を郵送する場合は郵送する日の翌日から起算

し、その他の方法による見積依頼の場合は依頼日から起算し、吉田町の休日を定め

る条例（平成２年吉田町条例第３号）第１条第１項各号に規定する日及び見積書を

徴取する日を除いて算定するものとする。 

（見積書の提出） 

第６条 提出を受ける見積書は、業者が適宜に作成した書式によるものとするが、見

積金額については、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する消費税及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４条第２項第３号に規定する地方消費税



の相当額を除く金額を記載するものとする。 

２ 見積書は、持参して提出することを原則とするが、担当課長が持参する必要がな

いと認めたときは郵送によることができる。 

３ 見積書が正当な理由がなく指定した期日までに到着しない場合には、無効とする。 

（予定価格等） 

第７条 見積書を徴取しようとするときは、必ず予定価格表（様式第３号）を作成し

なければならない。 

２ 予定価格の決定者は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる者とす

る。 

⑴ 政令第１６７条の２第１項第１号から第７号までの規定を根拠とし、かつ、設

計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１以下の工事等（備

品購入にあっては、１０万円未満のもの）の場合 担当課長 

⑵ 政令第１６７条の２第１項第１号から第７号までの規定を根拠とし、かつ、設

計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額の５分の１を超え同表中に

規定する額以下の工事等（備品購入にあっては、１０万円以上同表中に規定する

額以下のもの）の場合 副町長 

⑶ 政令第１６７条の２第１項第２号から第７号までの規定を根拠とし、かつ、設

計金額が規則第２０４条第１項の表中に規定する額を超える工事等の場合 町

長 

（受注者等の決定等） 

第８条 見積書の提出があったときは、見積結果表（様式第４号）を作成し、予定価

格の制限の範囲内で最低の見積金額を提示した者を明示して必要な決裁を受けな

ければならない。 

２ 見積書の提出を受け、見積結果表を作成した結果、予定価格の制限の範囲内の見

積金額を提示した者がないときは、担当課長は、直ちに同じ見積業者から２度目の

見積書の提出を求めなければならない。 

３ 前項の規定により２度目の見積書の提出を受けた結果、予定価格の制限の範囲内

の見積金額を提示した者がないときは、担当課長は、第３条及び第４条の規定に準

じて見積徴取業者を選定し直し、必要な決裁を受けなければならない。このとき、

選定する見積徴取業者には、同一案件で既に見積者を提出した業者を選定してはな

らない。 

（関係資料の公開） 

第９条 政令第１６７条の２第１項第２号から第７号までの規定を根拠として随意

契約を行ったときは、随意契約に係る資料を公開するものとし、公開の方法及び期

間等は、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱（平成２０年吉

田町要綱第４０号。以下「要綱」という。）の規定に基づくものとする。 

２ 公開する事項は、工事等の名称、箇所、工期又は履行期間若しくは納入期限、契

約日、契約金額、契約相手及び随意契約の相手方を選定した理由とし、要綱に規定

する契約結果表により公開するものとする。 

附 則 

この要領は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月３１日要領第７号） 

この要領は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則（平成２４年５月２３日要領第１４号） 

この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 



様式第１号（第２条関係） 

 

随意契約理由及び見積徴取業者選定書 

 

随意契約の理由 

 

吉田町財務規則（昭和５０年吉田町規則第４号）第２０４条第１項の規定

に基づく次の金額を超えないものであるため。 

契約の種類  金額  

 

１  工事又は製造の請負  

２  財産の買入れ  

３  物件の借入れ  

４  財産の売払い  

５  物件の貸付け  

６  前各号に掲げるもの以外のもの  

 

 

１３０万円  

８０万円  

４０万円  

３０万円  

３０万円  

５０万円  

（注） 該当する契約の種類の番号に○印を付すこと。 

 

法 令 根 拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号 

見 積 徴 取 業 者 

商号又は名称 代表者等氏名 住     所 備  考 

    

    

    

    

    

    

見積徴取業者選定理由 

 

 



様式第２号（第２条関係） 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

１ 随意契約予定業者 

 

住    所   

 

商号又は名称   

 

代表者等氏名   

 

 

２ 随意契約予定業者を選定した理由 

 

 

法 令 根 拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 （第２号から第７号まで） 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

町 長 副町長 担当課長 

   

 

 

 

 

 

予 定 価 格 表 
 

 

 

１ 工 事 名 

 

 

２ 工 事 箇 所  榛 原 郡 吉 田 町 

 

 

３ 設 計 金 額  ￥．                

 

 

４ 工 事 価 格  ￥．                

 

 

５ 予 定 価 格  ￥．                

 

 

見積書比較価格  ￥．                

（消費税及び地方消費税抜き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「工事名」、「工事箇所」、「工事価格」とあるのは、業務委託にあっては「業務名」、

「業務箇所」、「業務価格」と、物品の買入れにあっては「事業名」、「納入場所」、

「物品価格」と、物件の借入れにあっては「事業名」、「納入場所」、「借入価格」と

書き換えて作成すること。 

２ 「設計金額」とあるのは、物品の買入れにあっては「物品金額」と、物件の借入れに

あっては「借入金額」と書き換えて作成すること。 

 



 

様式第４号（第８条関係） 

 

見 積 結 果 表 

工 事 名  

工 事 箇 所  

見 積 日 時      年   月   日  午前（後）   時   分 

見 積 場 所  

見 積 執 行 者  

設 計 金 額  工 事 価 格  

予 定 価 格  見積書比較価格  

業  者  名 
第 １ 回 

見 積 価 格 

第 ２ 回 

見 積 価 格 

比  率 

（見積価格÷ 

見積書比較価格） 

見積結果 

     

     

     

     

     

     

（注）１ 「工事名」、「工事箇所」、「工事価格」とあるのは、業務委託にあっては「業務名」、

「業務箇所」、「業務価格」と、物品の買入れにあっては「事業名」、「納入場所」、

「物品価格」と、物件の借入れにあっては「事業名」、「納入場所」、「借入価格」と

書き換えて作成すること。 

２ 「設計金額」とあるのは、物品の買入れにあっては「物品金額」と、物件の借入れに

あっては「借入金額」と書き換えて作成すること。 

３ 見積結果欄は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者に

は「契約予定者」と、見積参加意思を確認し、参加意思を示さなかった者には「辞退」

と表示すること。 


